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 がんは、昭和59(1984)年から本県の死因の第１位

 福島県のがんによる死亡数 （令和３(2021)年）
年間6,367人死亡 （男性3,799人、女性2,568人）
がんは原因別死亡の24.9%を占める

 福島県のがんの死亡率 （人口10万対）
353.9 （令和３(2021)年） 年々上昇している

 福島県のがん年齢調整死亡率（75才未満）（人口10万対）
（令和２(2020)年）
全国と同様に減少傾向だが、全国平均を上回っている
男女73.4（全国69.6）
男性90.8（全国85.6）、女性58.0（全国54.9）

 全国のがんの部位別死亡割合［上位３部位］
（令和３(2021)年）
男性：①肺(22.4％） ②大腸（13.9％） ③胃（12.8％）

※平成27（2015）年では①肺、②大腸、③胃

女性：①大腸(15.6％） ②肺（14.9％） ③膵臓(11.6％）
※平成27（2015）年では①大腸、②肺、③胃

 福島県のがんの年間罹患数
［地域がん登録（令和元（2019）年）］
男女：15,862人 男性：9,224人 女性：6,638人
部位別罹患割合 ［上位３部位］
①胃（16.1％） ②大腸（15.8％） ③肺（12.1％）

図２ がん年齢調整死亡率［75歳未満］（人口10万対）の年次推移

図１ 福島県の主な死因別死亡率（人口10万対）の年次推移
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図３ がんの部位別罹患割合 （福島県・全国）

資料 福島県数値：2013年全国がん罹患モニタリング集計（国立がん研究センター）
全国値：2013年全国がん罹患モニタリング集計（国立がん研究センター）

計画改定の趣旨

○ 本計画は、県民、医療等関係団体、県や市町村等が一体と
なり、がん予防から終末期ケアまの総合的がん対策を推進
するための計画です。

〇 国の第三期がん対策推進基本計画や、本県のがんを取り巻
く現状、第三期計画の達成状況を踏まえて見直しを行いま
した。

○計画期間は令和６(2024)年度から11(2029)年度の6か年です。

がんを取り巻く現状



１ がん患者を含めた県民の視点に立ったがん対策の実施

医療技術等の進歩・拡充に加えて、がん患者の体験を生かした「がん患者を含めた県民の視点」に立った施策を実施します。

２ 本県における重点課題等に応じた総合的かつ計画的ながん対策の実施

がん対策は、がん発症予防から終末期ケアまでの多岐に渡る分野の取組を総合的かつ計画的に実施するため、必要性や効果 の高いと考えられる取組
に重点を置いた施策を実施します。

３ 目標とその達成時期の考え方
これまでのがん対策に関する目標との整合性を図りつつ、全体目標とそれを達成するために必要な具体的な取組の個別目標を設定します。

４ 東日本大震災の影響に配慮したがん対策の実施

東日本大震災及び原子力災害に伴い、生活環境や生活習慣が変化したことなどにより、健康指標の更なる悪化や、がんを含む生活習慣病

発症のリスクが増大するなど、県民の健康状態の悪化が課題となっているため、県民の健康づくりを支援する上で重要な検診の受診環境の体
制整備や健康不安解消など震災の影響に配慮した対策を実施します。

５ 感染症発生・まん延時や災害時等を見据えた対策の推進

感染症発生・まん延時や災害時の状況下においても必要ながん検診及びがん医療を提供できるよう、人材育成や応援態勢の構築など、地域の実情に応
じた連携体制を整備する取組を平時から推進します。

２

基 本 方 針

全 体 目 標

がんを知り、がんを予防し、がんになっても尊厳を保ち自分らしく安心して生きることのできる社会の実現

科学的根拠に基づくがん予防・がん
検診の充実
～がんを知り、がんを予防する～

患者本位のがん医療の実現
～適切な医療を受けられる体制を充実さ
せる～

尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築
～がんになっても自分らしく生きることのできる
地域共生社会を実現する～

目標値 現状(値)（R3(2021年） 目標(値)（R12(2030年）

がんの年齢調整死亡率を減少させる（全がん・男女計・75歳未満） 74.1(人口10万対) 57.67 (人口10万対)



１.科学的根拠に基づくがん予防・
がん検診の充実

２.患者本位で持続可能な
がん医療の提供

３．がんとともに尊厳を持って安心
して暮らせる社会の構築

（１）がんの１次予防
（２）がんの２次予防（がん検診）

（１）手術療法、放射線療法、薬物療法、
免疫療法の推進

（２）がんゲノム医療
（３）がんの医療の提供体制
（４）がん患者とその家族のＱＯＬの維持向上
（５）希少がん、難治性がん対策
（６）小児がん、ＡＹＡ世代のがん、高齢者の

がん対策
（７）病理診断
（８）がん登録
（９）医薬品・医療機器の早期開発・承認等に

向けた取組

（１）がんと診断された時からの緩和
ケアの推進

（２）相談支援、情報提供
（３）社会連携に基づくがん対策・がん

患者支援
（４）がん患者等の就労を含めた社会

的な問題
（５）ライフステージに応じた支援

４.これらを支える基盤の整備

３

施 策 体 系

デジタル化の推進
がん登録の

利活用の推進

がん教育及び
がんに関する
知識の普及啓発

人材育成の強化
全ゲノム解析等の
新たな技術を含む

更なるがん研究の推進



４

重点施策

１ がんの１次予防及び２次予防（がん検診）の推進
○ 喫煙をはじめとする生活習慣が健康に及ぼす影響等、がんの予防に関する正しい知識の普及・啓発に努めるとともに、がん検診の受診率の向
上及び質の向上を図ります。

２ がんの手術療法、放射線療法、薬物療法及び免疫療法の推進
○ 医療技術水準の地域間の格差を解消し、どの地域においてもがん患者が望む医療を安心して受けられるようにするために、手術療法や放射線
療法及び薬物療法、科学的根拠を有する免疫療法を効果的に組み合わせた集学的治療の提供体制の整備を進めます。

○ 医療従事者が、安心かつ安全で質の高いがん医療を提供できるよう、医療従事者間の連携と補完を重視した多職種でのチーム医療を推進して
いきます。

３ 緩和ケアの充実
○ 質の高い緩和ケアを実施していくため、緩和ケアに関する専門的な知識や技能を有する医師や看護師等の医療従事者の育成を進めます。

○ がん患者が住み慣れた家庭や地域での療養や生活を選択できるよう、在宅緩和ケアを含めた在宅医療・介護を提供していくための体制の充実
を図ります。

４ ライフステージに応じたがん対策の充実
○ 小児については、医療機関や療育・教育環境の整備、相談支援や情報提供の充実などが求められており、小児がん対策についても充実を図る
ことが必要です。

○ 個々のAYA世代（思春期世代と若年成人世代）のがん患者の状況に応じた多様なニーズに対応できるよう、情報提供、支援体制及び診療体制
の整備を推進します。

○ 働く世代へのがん対策を充実させ、がんをなるべく早期に発見するとともに、がん患者等が適切な医療や支援により社会とのつながりを維持
し、生きる意欲を持ち続けられるような社会づくりを目指します。

５ 医療従事者の育成
○ 医療従事者と協力してがん医療を支えることができるがん医療に関する基礎的な知識や技能を有した医療従事者を養成していく環境の整備が
必要です。

○ 薬剤師、診療放射線技師、看護師等専門的な知識・技能を有した医療従事者の育成により、医師及び医療従事者が一体となって効果的な治療
にあたる体制を構築していきます。

がん対策を実効性あるものとするために、重点的に取組む施策を次のとおりとします。



１ 計画の推進体制

国の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、がん患者・家族及び患者団体を含む県

民、市町村、医療保険者、医療機関・医療従事者、大学・学術研究機関、医師会等の関係者
及び県が各々の立場からの役割を果たすとともに、相互の連携を強化することにより、一体
となったがん対策を推進します。

３ 進行管理及び評価
⃝ 本計画の個別施策及び全体目標の達成状況を把握し、進行管理を行う
⃝ 福島県がん対策推進協議会に諮りながらがん対策の効果に関する評価を行う

５

計画の推進体制

がん対策
推進

県民
喫煙、飲酒、食事、運動、
その他の生活習慣が健
康に及ぼす影響等、が
んの予防に関する正し
い知識の習得と生活習
慣の改善に努め、積極
的にがん検診を受診す
ること。

２ 計画推進にかかる関係者の役割

本県が一体となってがん対策を推進していくために、求められる役割は次のとおりです。

がん患者・家族及び
患者団体等

推進計画の策定に関与するとと
もに、医療従事者との情報の共
有により相互信頼関係の構築を
図り、行政機関等が実施する、
がん医療体制整備や評価のた
めの議論への参加・助言を行い、
治験及び臨床研究の意義を理
解し参加すること。

地域全体
喫煙、飲酒、食事、運
動その他の生活習慣
が健康に及ぼす影響
等、がんの予防に関す
る正しい知識の普及や、
がん患者・家族及び患
者団体等に対する支援
を行うこと。

医療保険者
労働関係者等と連携し、従
業員等の生活習慣の改善
及びがん検診の受診等、が
ん予防行動を実践するため
の積極的な支援・協力を行
うこと。

医療機関等
がん患者の置かれてい
る状況を深く認識し、自ら
又は連携し良質かつ適切
な医療等を提供するととも
に、がん患者及びその家
族のがんに対する不安や
疑問の解消に向けた適切
な対応をとるための環境
整備を行うこと。

医療従事者等
がん患者の置かれてい
る状況を深く認識し、自ら
適切にがん医療等に関す
る知識・技術を習得し提供
するとともに、がん患者及
びその家族のがんに対す
る不安や疑問の解消に向
けた適切な対応を行うこと。

大学・学術研究機関、医
師会等

がん専門医療従事者の
育成や緩和ケアを体系化
した教育・研修等を行い、
医療技術等水準の向上を
図ること。

検診機関

質の高い検診等を提供でき
るよう、精度管理の向上や効
果的な検診手法の導入に努め
るとともに、がんに関する知識
の普及、検診受診率向上及び
がん予防のための啓発を行う。
県民の受診機会の拡大など、
検診を受診しやすい環境づくり
に向けた支援、協力を行うこと。

市町村

住民が生活習慣の
改善によるがんの予
防及び質の高いがん
検診の受診等、がん
予防行動を実践する
ための積極的な支援・
協力を行うこと。

県
本県のがん対策の総合
的かつ計画的な推進に
努め、関連機関等の連
携交流を強化するため
の調整を行うとともに、
関連機関等に対する専
門的・技術的な支援を行
うこと。



分野 取り組むべき主な施策 主な個別目標 現状値 目標値（2029年度）

（１）
がんの

一次予
防

［喫煙］
喫煙者の減少に向けた取組の推進
○がん予防に関する普及啓発
○喫煙者に対する禁煙支援の推進
○受動喫煙供対策の徹底
○健康教育及び喫煙防止教育の推進
受動喫煙防止対策の推進
〇受動喫煙対策の普及啓発の推進

〇喫煙率の低下及び受動喫煙の防止に向けた社会環
境の整備

成人の喫煙率を減少させる 全体：21.4％,男性：33.2％ 女
性：10.5％（R4年）

全体：12％
,男性：19％ 女性：5.4％

喫煙者のいない世帯の割合を増加さ
せる

参考：69.4％（R4年）
70％

妊娠中の喫煙をなくすこと －

0％

［飲酒］
〇飲酒に伴うリスクや依存症に関する知識の普及
〇未成年者や妊産婦の飲酒の影響の普及啓発

生活習慣病のリスクの高める量を飲酒して
いる者の割合（１日当たりの純アルコール
摂取量が男性40ｇ以上、女性20ｇ以上の者
の減少

男性 19.6%,
女性 6.7%
(R4年）

男性 11.0%
女性 5.0%

［栄養・食生活］
○食環境の整備
〇栄養・食生活に関する正しい知識の普及傾圧
〇食生活改善推進員の育成及び支援
〇職域における健康づくりの推進
〇栄養表示基準制度の徹底と活用の普及啓発

成人１日あたりの食塩摂取量を減少さ
せる

男性11.9ｇ,
女性9.9ｇ(H28年）

男性 7.5ｇ以下
女性 6.5ｇ以下

成人１日あたりの野菜摂取量を増加さ
せる

男性347ｇ女性314ｇ（H28年） 男女とも350ｇ以上

メタボリックシンドローム該当者及び予
備群の減少

31.9％（R4年）
21.0％

［身体活動］
〇健康づくりに効果的な普及啓発の推進
〇身体活動や運動促進のための情報発信

〇県民の運動習慣の定着と拡大のための環境整備の
推進

運動習慣のある者の割合を増加させ
る

男性 23.1%,
女性 15.2%
(R4年）

男性 30.0%,
女性 20.0%

［感染症対策］
〇子宮頸がんの予防のためのHPVワクチンの理解促進

○肝炎ウイルス検査の受験機会の拡大及び受診の促
進
○肝炎医療の推進 ○肝疾患診療連携体制を推進
〇ヘリコバクター・ピロリへの対応
○ヒトＴ細胞白血病ウイルス1型（HTLV-1）総合対策

がんの原因となる感染症の予防及び
治療を推進する。

（２）
がんの

２次予
防

[受診率向上対策について]
○がん検診の重要性の普及啓発
○市町村のがん検診受診率向上
○職域におけるがん検診の普及啓発

市町村対策型がん検診受診率を向上
させる

胃34.1％、肺32.8％
大腸30.3％、乳48.4％
子宮頸部46.2％
（70歳未満 R4年度）

５つのがん全て60％以上

[がん検診の精度管理等について]
○がん検診の精度管理の充実

要精密検査者の精密検査受診率を向
上

胃84.8％、肺83.4％
大腸75.3％、乳87.9％
子宮頸部88.5％（H27年度）

５つのがん全て100％

１.科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実

６



分野 取り組むべき主な施策 主な個別目標 現状値 目標値（2029年度）

（１）がん医療提供
体制等

［医療提供体制の均てん化・集約化］
○ がん診療連携体制の構築を進める

○ 福島県立医科大学に臨床検査技師の養成課程の設置に
よる細胞診検査を学ぶ環境整備を進め、細胞検査士の資
格取得を促進するとともに、高度な知識及び技術を備え
た人材を輩出する環境整備を図る

［がんゲノム医療※１］

○ 必要な患者が適切なタイミングでがん遺伝子パネル検査
等の結果を踏まえた治療を受けられるように検討

○ 近隣県のがんゲノム医療連携病院と県内のがんゲノム連
携病院との連携を図り、がんゲノム医療を受けられる体制
整備

※がん細胞の遺伝子を網羅的に調べ、その結果をもとにして、より効率的・効
果的に病気の診断と治療を行う医療

［手術療法、放射線療法、薬物療法］

○ がん診療施設が、がん治療を行うために必要な医療機器
等の設備整備支援を実施

○ がん手術、放射線療法、薬物療法、免疫療法を行う医師
が協力し治療に当たる体制の構築

○ 歯科医療機関による、がんと口腔管理の関連性を踏まえ
た処置及び口腔衛生指導を実施

［チーム医療の推進］
○ 医療従事者間の多職種連携の促進

○ がん患者の病態に応じた適切ながん治療のため、ＩＣＴを
活用した医療連携体制構築を支援

○ 一人ひとりの患者に必要な治療やケアについて、専門的
な立場から議論がなされたうえで患者が必要とする連携
体制の環境整備

［がんのリハビリテーション］

○ がんのリハビリテーションに対応できる人材育成や医療提
供体制を引き続き検討

［支持療法※２の推進］

○ 患者視点の評価も重視した支持療法の提供体制につい
て検討

※がんそのものによる症状やがん治療に伴う副作用・合併症・後遺
症による症状を軽減させるための予防、治療及びケアのこと

がん診断・治療全体の総合評
価（平均点または評価が高い
割合）

8.4点
（H30年）
（患者体験調査の都道
府県別結果より）

8.5点

治療決定までに医療スタッフか
ら治療に関する十分な評価を
得られた患者の割合

72.1％
（H30年）
（患者体験調査の都道
府県別結果より）

80％

２.患者本位で持続可能ながん医療の実現

７

◎

●

公立大学法人
福島県立医科大学附属病院

竹田綜合病院 ●

一般財団法人太田綜合病院附属
太田西ノ内病院

一般財団法人慈山会医学研究所付属
坪井病院

一般財団法人脳神経疾患研究所
附属総合南東北病院●

会津中央病院

いわき市医療センター

○

独立行政法人労働者健康
安全機構福島労災病院

福島県厚生農業協同組合連合会
白河厚生総合病院

●

○

○

●

福島県のがん診療連携拠点病院（令和6年3月時点）

◎都道府県がん診療連携拠点病院：県の中核として高度ながん医療を提供

●地域がん診療連携拠点病院：地域の中心として専門的な医療を提供

○地域がん診療連携推進病院：地域の中心として専門的な医療を提供
（福島県の独自指定）



分野 取り組むべき主な施策

（１）がん医療提供体
制等

［診断された時からの緩和ケアの推進］
○ がん診療連携拠点病院等と連携し緩和ケア研修会実施
○緩和ケア病棟のない医療圏も含めて、拠点病院、緩和ケアチーム、在宅療養支援診療所等による
地域連携を推進
○緩和ケア病床の充実
○医療用麻薬に関する適切な啓発と医薬品の適正使用

［妊孕性温存療法］

○がん・生殖医療の提供を推進するため、情報提供や意思決定支援が個々の患者の状態に応じて適切に行われる
よう、地域がん・生殖医療ネットワークの構築を推進

○医療者・患者・県民への妊孕性温存療法に関する啓発活動や人材育成の取組を支援

（２）希少がん及び難
治性がん対策

⃝国の「希少がん対策ワーキンググループ」等の議論等の動向を注視し、県内での医療提供体制のあり方を検討

（３）小児がん、AYA
世代のがん（思春期
世代と若年成人世
代）

⃝緩和ケアを含む集学的医療の提供
⃝小児がんに携わる医師等に対する研修の実施
⃝治療による晩期合併症等に対応できる長期フォローアップ体制の支援
⃝教育環境を整えるための支援等の小児がん医療体制の強化・連携についての
取組を横断的に推進

⃝小児慢性特定疾病対策事業により医療費の自己負担分を補助し医療費の負担軽減
⃝療養生活に関する相談支援と家族同士が情報交換や交流できる機会の提供
⃝将来の自立に向けて継続した支援体制の整備

（４）高齢者のがん対
策

⃝患者に提供すべき医療のあり方について、生活の質（ＱＯＬ）の観点を含めた高齢のがん患者に適した治療法の
確立など、国が策定する高齢者のがん診療に関する診療ガイドラインに基づき、高齢者がん患者に対する医療提
供体制のあり方について検討

（５）新規医薬品、医
療機器及び医療技
術の速やかな医療実
装

福島県立医科大学に整備した「医療－産業トランスレーショナルリサーチセンター（TRセンター）」
⃝がん治療等に対する医薬品の創出に貢献する研究

⃝がんを中心とした諸疾患の新規治療薬・診断薬・検査試薬や医療機器などの開発支援を多面的に行うための拠
点の形成

⃝国の動向を踏まえ、新規医薬品、医療機器及び医療技術の医療実装のあり方を検討

２.患者本位のがん医療の実現

８



分野 取り組むべき主な施策 主な個別目標 現状値 目標値（2029年度）

（１）相談及び情
報提供

［相談支援］
⃝ 相談支援センターや機能などがんに関する情報の周知

⃝ 相談支援センターの人材の適切な配置や相談支援に携わる者に対する研
修機会の確保

⃝ ピア・サポーターの養成等及び医療機関との連携強化

［情報提供］

⃝ 患者や家族が正しい情報を入手し、適切な選択ができるよう、がん診療連
携拠点病院と連携しながら情報提供を図る

⃝ がんに関する情報を掲載したパンフレット（がん患者・家族のための福島県
サポートブック）等について、がん診療連携拠点病院やがん診療医療機関
などに周知

⃝ 治療法の選択等に関する助言（セカンドオピニオン）を受けられる体制の整
備

がんと診断されてから病気
や療養生活について相談で
きたと感じるがん患者の割
合

73.1％
（H30年）
（患者体験調査
の都道府県別
結果より）

80％

（２）社会連携に
基づくがん対策・
患者支援

⃝ 各地域の特性を踏まえ、在宅医療を実施できる体制を整備の働きかけと支
援

⃝ 介護保険適用されない世代（ＡＹＡ世代）のがん患者の在宅生活の支援

⃝ アドバンス・ケア・プランニング※３を含む患者ケアができる医療従事者を育
成

⃝ 在宅療養患者の終末期ケアを提供できる人材養成
⃝ がん患者とその家族を支援する在宅緩和ケアボランティアの育成

⃝ 薬局における無菌調剤室の整備を支援し、その共同利用により、在宅での
緩和ケア等の体制を強化

⃝ 患者の周術期等の口腔管理や退院時における歯科診療所等の紹介を行う
取組を支援

⃝ 介護支援専門員に対し、経験期間に応じた現任研修を実施

⃝ がん患者の要介護（要支援）認定と介護サービスの利用が迅速に行われる
ようにするため、研修会の開催や市町村に技術的助言を行う等の支援

※３：アドバンス・ケア・プランニングとは、今後の治療・療養について患者・家族
と医療従事者が予め話し合う自発的なプロセス

３．がんとともに尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

 

・ 

標準的ながん診療を行 
う医療機関 

福島県のがん診療等連携体制 

がん検診 
・生活習慣の改善 
・かかりつけ医等による指導 

がんの発見 

在宅療養支援診療所 

訪問看護ステーション 

予防・がん検診 

標準的ながん診療 

在宅療養支援 

連携 専門的ながん診療を行 
う医療機関 

薬 局 
介護サービス 

連携 連携 

連携 

発症リスクの低減 

患者の意向を尊重した 
がん治療及び療養生活 

医療・福祉 

行政機関 

支援 

支援 

専門的ながん診療 

歯科医療機関 

口腔管理による 
がん治療の支持 

連携 

９



分野 取り組むべき主な施策

（３）がん患者等就労
を含めた社会的な問
題への対策

（サバイバーシップ
支援）

［就労支援］
⃝ 職場でのがんの正しい知識の普及
⃝ 相談支援センター等の相談窓口において、求職者に対し、就労と生活支援を含む総合的な就職支援
⃝ がん患者の就労支援のため、関係機関と連携しながら企業への周知
⃝ がん患者が働きながら治療・療養できる環境の整備

［アピアランスケア］
⃝ 関係機関・団体等と協力し、がん患者・経験者の支援助成事業を継続
⃝ 支援事業の広報を実施
⃝ がん相談支援センターを中心とした相談支援の実施

［がん診療後の自殺対策］
⃝ がん患者の自殺リスクやその背景等の実態把握及び対応について検討

［その他の社会的な問題］
⃝ がんに対する「偏見」の払拭や県民全体に対する健康についての啓発につながるよう、学校における教育の他、民間団体や患者団体等の協力を得ながら、
がんに関する正しい知識を得る機会を設ける

⃝ 的確な時期に治療の選択ができるよう、相談支援及び情報提供のあり方や治療に伴う障がい、精神負担等にも配慮した相談支援体制の構築について検
討

（４）ライフステージ

に応じた療養環境へ
の支援

［小児・AYA世代（思春期世代と若年成人世代）］
⃝ 小児慢性特定疾病対策事業により医療費の自己負担分を補助し医療費の負担軽減（再掲）
⃝ 療養生活に関する相談支援と家族同士が情報交換や交流できる機会を提供（再掲）
⃝ 小児がん、AYA世代のがん患者の教育的ニーズに対応するため、教育相談機関を広く周知
⃝ 在宅療養中においても適切な教育を受けることのできる環境の整備
⃝ 退院後の小・中学校での受け入れ体制等の教育環境の整備に向けて、復学時・復学後の病弱特別支援学校による相談支援の充実
⃝ 関係機関と連携し、入院中の高校生に対する教育支援体制のさらなる整備
⃝ 小児がん経験者や治療を継続している新規学卒者に対する進路アドバイザーを活用したきめ細かな就労支援

⃝ 治療に伴う生殖機能等への影響など、世代に応じた問題について、医療従事者が患者に対して治療前に正確な情報提供を行い、必要に応じて、適切な生
殖医療を専門とする施設に紹介できるための体制の構築

［高齢者］

⃝ 高齢のがん患者への支援充実のため、地域の医療機関やかかりつけ医、在宅療養支援診療所、訪問看護事業所等の医療・介護を担う機関、関係団体、
地方公共団体と連携し、患者や家族を支える体制の整備を支援

⃝ 国が策定する高齢のがん患者の意思決定の支援に関する診療ガイドラインに基づき、高齢のがん患者に対する支援体制のあり方について検討

３．がんとともに尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築
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４.これらを支える基盤の整備

分野 取り組むべき主な施策

（１）全ゲノム解析等
の新たな技術を含む
更なるがん研究の推
進

⃝ がんゲノム医療中核拠点病院と連携して、がんゲノム医療を提供できる体制の整備について検討を進める
⃝ 国に対して、がん研究の一層の推進について要請

（２）人材育成の強化 ⃝ がん専門の医師、看護師、薬剤師等の育成を行う福島県立医科大学と連携し、専門医の県内定着に努める
⃝ がん診療に携わる専門性の高い認定看護師の資格取得の支援
⃝ がんリハビリテーションの内容及び処置を熟知した人材を養成する機会を創出
⃝ 細胞診検査の内容及び細胞検査士の資格を取得した人材を養成する機会を創出
⃝ 診療放射線技師を養成する機会を創出

（３）がん教育及び

がんに関する知識
の普及啓発

［がん教育］
⃝ がん教育が学校の教育計画の中に位置付けられ、年間の指導計画の中で横断的に他教科との関連を持たせながら効果的に進められるよう支援
⃝ 教職員のがん教育の研修実施
⃝ がん教育外部講師相談窓口事業を継続しがん教育を推進
⃝ 教育効果の確認や事業の適切さを評価するため、推進委員会等を組織し、評価を活かしてがん教育を推進

⃝ 県内各地区で学校医やがん医療に携わる医師、がん患者・経験者等の外部講師を活用しながらがん教育が実施できるよう、関係団体の協力のもと県内
のがん教育協力体制を整備

⃝ がん教育に携わる外部講師の研修の機会を設け、がん教育を推進

［がんに関する知識の普及啓発］

⃝ がんに関する知識の普及啓発活動をさらに進め、がん予防や早期発見につながる行動を促し、自分や身近な人ががんに罹患しても、それを正しく理解し、
向かい合うことを促す

⃝ がんを正しく理解し向き合うために、患者が自分の病状、治療等を学ぶことのできる環境の整備
⃝ 家族が患者の病状（正しい理解）、患者の心の変化、患者を支える方法、患者の家族自身も心身のケアが必要であること等を学べる環境の整備
⃝ 民間団体によって実施されている普及啓発活動を支援
⃝ 拠点病院等医療機関の相談支援・情報提供機能を強化し、民間団体によって実施されている相談支援・情報提供活動を支援

（４）がん登録利活用
の推進

⃝ 各医療機関の全国がん登録担当者の知識や習熟度の向上を図る。
⃝ 全国がん登録によって得られた情報の利活用
・がんリスクやがん予防等についての研究の進展に資する
・がん対策及び地域の実情に応じた施策の実施

（５）デジタル化の推
進

⃝ がん医療の質の向上と分かりやすい情報提供等を推進するため、「がん予防」「がん医療」「がんとの共生」の各分野において、ＩＣＴやＡＩを含むデジタル技
術の活用による医療のデータ化とその利活用の推進について検討

⃝ 患者やその家族等のアクセス向上や、医療・福祉・保健サービスの効率的・効果的な提供の観点から、がん予防・医療に効果的なデジタル化の推進を検
討

１１

がん
診断

全国
がん
登録

登録
情報
還元

がん
対策
反映


